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子育て選挙

●
給
付
金
の
対
象
と
な
る
方

（
以
下
、
①
～
③
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方
）

①
令
和
３
年
４
月
分
の
児
童
扶
養

手
当
受
給
者
の
方

➡
申
請
不
要
（
令
和
３
年
４
月
分

の
児
童
扶
養
手
当
を
支
給
し
て

い
る
口
座
に
振
り
込
み
済
）

②
公
的
年
金
等(

※
１)

を
受
給
し

て
お
り
、
令
和
３
年
４
月
分
の

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け

て
い
な
い
方

③
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
を
受
け
て
家
計
が
急
変

す
る
な
ど
、
収
入
が
児
童
扶
養

手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
と
同

じ
水
準
と
な
っ
て
い
る
方

➡
②
、
③
に
該
当
の
方
は
申
請
が

必
要
で
す
。

※
1
遺
族
年
金
、
障
害
年
金
、
老

齢
年
金
、
労
災
年
金
、
遺
族
補

償
な
ど

●
給
付
額

児
童
１
人
当
た
り
一
律
５
万
円

１
ひ
と
り
親
世
帯
分

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て

い
る
ひ
と
り
親
世
帯
等
の
方

へ
の
給
付

●
給
付
金
の
対
象
と
な
る
方

（
以
下
、
①
②
の
両
方
に
当
て

は
ま
る
方
）

①
令
和
３
年
３
月
31
日
時
点
で
18

歳
未
満
の
児
童
（
障
が
い
児
の

場
合
、
20
歳
未
満
）
を
養
育
す

る
父
母
等

②
令
和
３
年
度
住
民
税
（
均
等
割
）

が
非
課
税
の
方
、
ま
た
は
令
和

３
年
１
月
１
日
以
降
の
収
入
が

急
変
し
、
住
民
税
非
課
税
相
当

の
収
入
と
な
っ
た
方

➡
①
②
の
う
ち
、
令
和
３
年
４
月

分
の
児
童
手
当
、
ま
た
は
特
別

児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者
で
住

民
税
非
課
税
の
方
は
申
請
不
要

（
令
和
３
年
４
月
分
の
児
童
手

当
、
ま
た
は
特
別
児
童
扶
養
手

当
を
支
給
し
て
い
る
口
座
に
振

り
込
み
済
）

➡
右
記
以
外
の
方
は
、
申
請
が
必

要
で
す
。
（
例　

高
校
生
の
み

養
育
し
て
い
る
方
で
住
民
税
非

課
税
の
方
、
収
入
が
急
変
し
た

方
）

●
給
付
額

児
童
１
人
当
た
り
一
律
５
万
円

２
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
分

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て

い
る
ひ
と
り
親
世
帯
等
以
外

の
方
へ
の
給
付

●
申
請
等
提
出
先

福
祉
子
育
て
支
援
課
子
育

て
支
援
室

ト
マ
ム
支
所

●
問
い
合
わ
せ
先

福
祉
子
育
て
支
援
課
子
育

て
支
援
室

☎
（
５
６
）
２
１
２
５

父
母
の
離
婚
な
ど
で
、
父
ま
た

は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な

い
児
童
を
養
育
し
て
い
る
家
庭

（
ひ
と
り
親
家
庭
）
の
生
活
の
安

定
と
自
立
の
促
進
に
寄
与
し
、
子

ど
も
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
支
給
さ
れ
る
手
当

で
す
。

●
対
象
者

次
の
要
件
に
該
当
す
る
児
童
を

養
育
し
て
い
る
父
母
、
ま
た
は

父
母
に
代
わ
っ
て
そ
の
児
童
を

養
育
し
て
い
る
方
が
受
給
で
き

ま
す
。

・
父
母
が
婚
姻
（
事
実
婚
を
含

む
）
を
解
消
し
た
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
死
亡
ま
た
は

生
死
が
明
ら
か
で
な
い
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
重
度
の
障
が

い
の
あ
る
児
童

・
父
ま
た
は
母
か
ら
1
年
以
上

遺
棄
さ
れ
て
い
る
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
1
年
以
上
拘

禁
さ
れ
て
い
る
児
童

・
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
生
ま
れ

た
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら

の
Ｄ
Ｖ
保
護
命
令
を
受
け
た

児
童

〇
18
歳
に
到
達
す
る
日
の
属
す

る
年
度
の
３
月
31
日
ま
で
。

児
童
の
心
身
に
障
が
い
の
あ

る
と
き
は
20
歳
の
誕
生
日
の

前
日
ま
で
。

一
定
以
上
の
障
が
い
の
あ
る
児

童
（
20
歳
未
満
）
を
扶
養
す
る
父

母
、
ま
た
は
父
母
に
代
わ
っ
て
そ

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
が
受

給
で
き
ま
す
。

●
支
給
制
限

・
前
年
分
の
所
得
が
一
定
額
以

上
あ
る
場
合

・
児
童
が
障
が
い
を
支
給
事
由

と
す
る
公
的
年
金
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
と
き

・
児
童
が
施
設
に
入
所
し
て
い

る
と
き

特
別
児
童
扶
養
手
当
受
給
者

は
、
９
月
ま
で
に
「
現
況
届
」
を

提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
対

象
者
に
は
８
月
中
旬
に
現
況
届
提

出
の
依
頼
文
書
を
お
送
り
し
ま
す

の
で
、
忘
れ
ず
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

●
支
給
制
限

・
児
童
が
施
設
に
入
所
し
て
い

る
と
き

・
受
給
者
ま
た
は
児
童
が
公
的

年
金
を
受
け
て
い
る
と
き

・
前
年
分
の
所
得
が
一
定
額
以

上
あ
る
と
き
　
な
ど

児
童
扶
養
手
当
受
給
者
は
、
令

和
３
年
８
月
１
日
か
ら
同
月
31
日

ま
で
に
「
現
況
届
」
を
役
場
に
来

庁
し
て
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。ま

た
、
支
給
開
始
月
か
ら
５
年

を
経
過
す
る
予
定
の
方
及
び
既
に

５
年
以
上
経
過
し
た
方
は
、
「
一

部
支
給
停
止
適
用
除
外
事
由
届
」

を
あ
わ
せ
て
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。ご

案
内
は
個
別
に
郵
送
し
て
い

ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

な
お
、
提
出
が
な
い
場
合
は
手

当
額
の
一
部
ま
た
は
全
部
が
停
止

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

お気軽にお問い合わせ
ください。

令
和
３
年
９
月
５
日
任
期
満
了
に
伴
う

占
冠
村
長
選
挙
及
び
占
冠
村
議
会
議
員
補

欠
選
挙
が
８
月
29
日
（
日
）
に
行
わ
れ
ま

す
。地

方
自
治
の
健
全
な
発
展
の
た
め
、
貴

重
な
一
票
を
投
じ
ま
し
ょ
う
。

占
冠
村
長
選
挙
及
び

占
冠
村
議
会
議
員
補
欠
選
挙
が
行
わ
れ
ま
す

■
投
票
日

令
和
３
年
８
月
29
日
（
日
）

※
予
定

■
告
示
日

令
和
３
年
８
月
24
日
（
火
）

■
占
冠
村
議
会
議
員
補
欠
選

挙
の
選
挙
す
べ
き
人
数

１
人

■
投
票
で
き
る
方

〇
日
本
国
籍
を
有
す
る
方

〇
平
成
15
年
８
月
30
日
以
前
に
生
ま
れ

た
方

〇
令
和
３
年
５
月
23
日
ま
で
に
占
冠
村

に
転
入
し
、
引
き
続
き
３
ヵ
月
以
上

住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
、
占
冠

村
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い

る
方

■
投
票
所
及
び
投
票
時
間

〇
第
一
投
票
所
（
中
央
地
区
）

占
冠
村
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
プ
ラ
ザ

多
目
的
ホ
ー
ル

午
前
７
時
か
ら
午
後
８
時
ま
で

〇
第
二
投
票
所
（
占
冠
地
区
）

占
冠
地
域
交
流
館
　
体
育
館

午
前
７
時
か
ら
午
後
６
時
ま
で

〇
第
三
投
票
所
（
双
珠
別
地
区
）

双
珠
別
住
民
セ
ン
タ
ー
　
集
会
室

午
前
７
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

〇
第
四
投
票
所
（
ト
マ
ム
地
区
）

ト
マ
ム
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

多
目
的
ホ
ー
ル

午
前
７
時
か
ら
午
後
６
時
ま
で

■
投
票
入
場
券

投
票
入
場
券
は
選
挙
告
示
日
（
８
月
24

日
（
火
）
）
ま
で
に
お
手
元
に
届
く
よ

う
に
郵
送
し
ま
す
の
で
、
大
切
に
保
管

し
、
忘
れ
ず
に
投
票
所
に
お
持
ち
く
だ

さ
い
。

■
期
日
前
投
票

投
票
当
日
に
仕
事
や
旅
行
な
ど
の
都
合

に
よ
り
投
票
所
に
行
く
こ
と
が
で
き
な

い
と
見
込
ま
れ
る
方
は
、
期
日
前
投
票

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

〇
期
日
前
投
票
期
間

令
和
３
年
８
月
25
日
（
水
）
か
ら

令
和
３
年
８
月
28
日
（
土
）
ま
で

〇
期
日
前
投
票
所
及
び
投
票
時
間

旧
ふ
ら
の
農
協
占
冠
出
張
所

事
務
所

午
前
８
時
30
分
～
午
後
８
時

ト
マ
ム
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

事
務
室

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
30
分

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策

と
し
て
、
混
雑
し
た
場
合
は
入
場
制

限
の
た
め
お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

※
ど
ち
ら
の
選
挙
も
立
候
補
者
が
１
人

だ
っ
た
場
合
は
、
投
票
は
行
わ
れ
ま

せ
ん
。
そ
の
際
は
、
新
聞
折
り
込
み
、

行
政
区
回
覧
、
村
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
選
挙
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

占
冠
村
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

（
占
冠
村
役
場
総
務
課
内
）

電
話
（
５
６
）
２
１
２
１

2021年8月号

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
子
育
て
世

帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
の
お
知
ら
せ

（
ひ
と
り
親
世
帯
分
・
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
分
）

児
童
扶
養
手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当

占
冠
村
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

赤
十
字
事
業
の
一
環
と
し
て
高
齢

者
福
祉
施
設
へ
清
拭
布
の
寄
贈
を
予

定
し
て
い
ま
す
。
ご
家
庭
の
使
用
済

み
の
タ
オ
ル
（
バ
ス
タ
オ
ル
含
む
）
、

シ
ー
ツ
、
衣
類
（
Ｔ
シ
ャ
ツ
や
浴
衣

着
な
ど
）
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

※
シ
ミ
等
の
汚
れ
の
無
い
も
の
を
ご

用
意
く
だ
さ
い
。
持
参
が
困
難
な

場
合
は
、
事
務
局
ま
で
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

■
持
参
先

占
冠
村
赤
十
字
奉
仕
団
事
務
局

（
福
祉
子
育
て
支
援
課
社
会
福
祉
担
当
）

ト
マ
ム
支
所

地
区
担
当
（
左
記
の
と
お
り
）

■
募
集
期
間

　

令
和
３
年
９
月
30
日
ま
で

■
寄
贈
先　

占
冠
村
社
会
福
祉
協
議
会

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
施
設

「
と
ま
～
る
」

問
占
冠
村
赤
十
字
奉
仕
団
事
務
局

（
福
祉
子
育
て
支
援
課
社
会
福
祉
担
当
）

☎
（
５
６
）
２
１
２
５

清
拭
布
を
募
集
し
ま
す

地区 担当

本通 藤本　広栄

千歳 藤田　　育

平岡　美紀

高台 神田　雅美

占冠 大和　妙子

高橋貴美枝

松下　抄子

中村　裕子


